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学校における保健教育
 学校における保健教育は，保健体育の授業におけるもの
とそれ以外のものに二分される。

 授業における保健教育は保健学習と呼ばれ，小学校は3
年生から6年生までで24時間，中学校は1年生から3年生
までで48時間，高等学校は1年生と2年生とで70時間を
行うのが標準といえる。学習指導要領にそって実施され
ている。

 それ以外の保健教育は保健指導と呼ばれ，特別活動の
時間等を用い，学校や教師の裁量で行われている。



新学習指導要領の対象
ー中学校についてー

 平成二十四年度の入学者から年次進行で適用される。

 それまでは旧学習指導要領が適用されるが，旧学習指
導要領においては医薬品は扱われていない。つまり，来
年度の１年生までは，保健学習において，医薬品につい
ては学ばないということである。

 平成二十四年度の入学者からは，保健学習において医
薬品について学ぶ機会がある。



新学習指導要領における内容
ー中学校についてー

 中学校の保健体育・保健分野の目標は「個人生活にお
ける健康・安全に関する理解を通して，生涯を通じて自
らの健康を適切に管理し，改善していく資質や能力を育
てる。」である。

 学習指導要領には「医薬品は，正しく使用すること。」の
記述がある。

 学習指導要領解説には「医薬品には，主作用と副作用
があることを理解できるようにする。医薬品には，使用回
数，使用時間，使用量などの使用法があり，正しく使用
する必要があることについて理解できるようにする。」の
記述がある。



新学習指導要領の対象
ー高等学校についてー

 平成二十五度の入学者から年次進行で適用され，それ
までは旧学習指導要領が適用される。

 高等学校の保健学習では，新旧ともに医薬品が扱われ
ている。



高等学校旧学習指導要領について
 平成十五年の入学者からすべての生徒が受けている内
容である。

 学習指導要領には「医薬品は，正しく使用する必要があ
ること。」の記述がある。

 学習指導要領解説には「医薬品の有効性や副作用及び
その正しい使用法について理解できるようにする。」の記
述がある。
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新学習指導要領における内容
ー高等学校についてー

 高等学校の保健体育・科目保健の目標は「個人及び社
会生活における健康・安全について理解を深めるように
し，生涯を通じて自らの健康を適切に管理し，改善して
いく資質や能力を育てる。」である。

 学習指導要領には「医薬品は，有効性や安全性が審査
されており，販売には制限があること。疾病からの回復や
悪化の防止には，医薬品を正しく使用することが有効で
あること。」の記述がある。



新学習指導要領における内容
ー高等学校についてー（続き）

 学習指導要領解説には「医薬品には，医療用医薬品と
一般用医薬品があること，承認制度により有効性や安全
性が審査されていること，及び販売に規制があることを理
解できるようにする。疾病からの回復や悪化の防止には，
個々の医薬品の特性を理解した上で使用法に関する注
意を守り，正しく使うことが必要であることを理解できるよ
うにする。その際，副作用については，予期できるものと，
予期することが困難なものがあることにも触れるようにす
る。」の記述がある。



保健指導について
 保健指導は，その学校や学級等の必要に応じて，教師
等の裁量で行われているので，どの程度医薬品に関する
扱いがあるのかを把握するのは難しい。

 本会議でも参考として配付されている日本学校保健会等
の資料を活用して保健指導を実施している学校や学級
等もあると考えられる。
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まとめ
 医薬品や薬害の問題は，学校における保健教育におい
ても重要なテーマである。

 これまでは，高校生の保健学習と一部の保健指導におい
て扱われてきた。

 今後は，中学生の保健学習においても扱われるが，薬害
にかかわるものは，高校生において中心的に扱われるも
のと考えられる。
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